
 

【問１】県では、福祉のまちづくり条例を定め、平成２０年から一定規模以上の建築物を建築等

するにあたり、バリアフリー整備を義務付けしていますが、建築物のバリアフリー化が進んでい

ると感じられることがありますか。 

 
【問２】他県と比べ鳥取県の建築物のバリアフリー化は進んでいると思われますか。 

 

2

44

3

151

257

18

0 50 100 150 200 250 300

６ その他

５ 分からない

４ 後退してきている

３ あまり変わらない

２ どちらかというと進んでいる

１ とても進んでいる

人数

3.8%

54.1%

31.8%

0.6%

9.3%

0.4%

3

184

10

187

87

4

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

６ その他

５ 分からない

４ 後退してきている

３ あまり変わらない

２ どちらかというと進んでいる

１ とても進んでいる

人数

0.9%

18.3%

39.4%

2.1%

38.7%

0.6%

 

令和３年度 第８回県政参画電子アンケート 

「鳥取県福祉のまちづくり条例の見直し(案)」に関するアンケート結果概要 

 

１ 調査概要 

〇テーマ    「鳥取県福祉のまちづくり条例の見直し(案)」に関するアンケート 

〇実施期間  令和３年１２月６日～１２月２０日 

〇対象     県政参画電子アンケート会員   ７２１名 

〇回答数    ４７５名(回答率 ６５．９％) 

 

２ 目的・概要 

鳥取県では、県民が自立し、尊重され、生きがいを持ちながら生活できる社会を築き上げる
ため、「福祉のまちづくり条例」を定めて建築物のバリアフリー化に取り組み、高齢者、障がい者
等を取り巻く様々な障壁を取り除く福祉のまちづくりを推進してきました。 
本条例は、改正施行から５年を経過した後にバリアフリー化等の状況を踏まえて見直しを検

討することとしています。この度、平成 28年の条例改正から５年が経過したことから、福祉のま
ちづくりの一層の推進を図るため見直し案を作成しました。 

見直し案では、よりバリアフリー化を進めた見直し内容としておりますが、福祉のまちづくり条

例を改正するにあたり、アンケートを実施しました。 



【問３】これまでに県内の建築物（物品販売店、飲食店、病院など）において、バリアフリー化が

不十分なために、利用者が困ったことや周りが困っている状況を見たことはありますか。 

 

【問４】車いす使用者用トイレは、一定の広さとコストが必要になりますが、小規模な施設（５０～

１００㎡程度の喫茶店や居酒屋など）にも車いす使用者用トイレを整備するなどバリアフリー化

を進めるべきと思われますか。（※一般的な車いす使用者用トイレの広さは、内寸 ２ｍ×２ｍ） 

 

【問５】多目的トイレは、車いす使用者・オストメイト装備の利用者(人工肛門・人工膀胱をお腹に

設置した人)・子供連れの方など利用が集中することから多目的トイレの機能（子育て設備、オ

ストメイト）の一部を一般トイレに設置して分散化を図っていますが、こうした中、健常者が多目

的トイレを利用されることについてどのように思われますか。 
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【問６】トイレのバリアフリー化について最も整備が遅れている内容はどれと思われますか。 

 

※３つまで選択、回答者４７５名 

 

【問７】トイレ以外でバリアフリー化が遅れていると思われる施設、設備はどれと思われますか。 

 

※３つまで選択、回答者４７５名 
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【問８】県における建築物のバリアフリー化の進捗ペース（状況）について、どう思われます

か。 

 

 

 

鳥取県福祉のまちづくり条例見直し案 
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【問９】見直し案についてどう思われますか。 

 

 

〇属性 ※任意 

 

※回答者４３５名 
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